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　所得が一定以下の方で納付の困難な方は、保険料の免除が受

けられます。

■免除となる所得の目安

世帯構成 全額免除 ３/ ４免除 半額免除 １/ ４免除

４人世帯 １７２万円 ２４０万円 ２９２万円 ３４５万円

夫婦２人世帯 １０２万円 １５２万円 ２０５万円 ２５７万円

単身世帯 ６７万円 １０３万円 １５１万円 １９９万円

■令和３年度の月額保険料（基準額16,610円/月）

免除種類
免除が承認された

場合の納付額

年金受取時に

反映される割合

全額免除制度 　　　　　０円 年金額の２分の１

４分の３免除 ４，１５０円 年金額の８分の５

半額免除 ８，３１０円 年金額の４分の３

４分の１免除 １２，４６０円 年金額の８分の７

※保険料の一部を納付しないと、その期間の「一部免除」が無

効（未納と同じ状態）になりますので、将来の老齢基礎年金や、

障害や死亡など不測の事態にも年金が受け取れない場合があり

ます。

■免除された保険料は追納できます

　免除または、猶予された保険料については、１０年以内であ

れば後から納付することができ、納付すると将来受け取る年金

額は減少しません。

※３年度目以降に納付する場合には、当時の保険料額に経過

期間に応じた加算額が上乗せされます。

■免除・猶予には次の制度もあります

①納付猶予制度　　　　５０歳未満の方（所得審査有り）

②学生納付特例制度　　学生の方（所得審査有り）

③法定免除　　　　　　２級以上の障害年金受給権者　　　　

　　　　　　　　　　　生活保護法の生活扶助受給者

■免除対象期間の拡大について

　過去２年まで遡って申請することができます。遡って申請を

希望する方は申請時に窓口でご相談下さい。

■問い合わせ先

　二戸年金事務所国民年金課　(☎２３－４１１１)

　町民生活課　町民生活担当　(☎４６－４７３４)

国民年金保険料免除申請
を受け付けています

　町内の特産品・農林畜産物を活用し、地域産業への貢献が期

待される新商品の開発、既存商品の改良、販路開拓などの取り

組みに対し補助金を交付します。

■交付対象者

　町内に住所、本拠地を有する個人事業者（事業者を志向する

個人を含む）、法人、会社、その他町長が認める団体

■交付対象事業

　次のいずれかに該当する取り組みであること。

※重複して申請することはできません。

事業名 事業内容 交付額

商品開発

・地域資源を活用した商品開発
(必須)
・ 当該商品の販路開拓に
　係る取組み

20万円以内
(補助率２/ ３以内)

ブラッシュ
アップ

・既存商品のブラッシュアップ
(必須)
・ 当該商品の販路開拓に
　係る取組み

20万円以内
(補助率２/ ３以内)

販路開拓

・上記を伴わない販路開拓に係
る取組み(商談会への参加、 販
促物の作成等)

10万円以内
(補助率２/ ３以内)

■応募締切　９月３０日(木)まで

■提出書類

①交付申請書

（軽米町商品開発等促進事業補助金交付要綱　様式第１号）

②事業計画書・事業費積算書

（軽米町商品開発等促進事業補助金交付要綱　様式第２号）

③事業に係る見積書

※事業代表者（代理も可）は審査会で事業の説明を行っていた

だきます。

※様式、要綱、その他ご不明点は、ホームページをご覧ください。

「軽米町ホームページ」→「事業者の方へ」→「軽米町商品開

発等促進事業補助金2次募集について」

■書類の提出先・問い合わせ

　産業振興課商工観光担当	 （☎４６-４７４６）

　　　　　　　　　　　　　　　（FAX ４６-２３３５）

町の特産品を活用した

商品開発に補助金 （２次募集）



　今年の４月末までにマイナンバーカードをお申込した方の

マイナポイントの申請期限が、９月末から１２月末に延長に

なりました。

　４月末までにマイナンバーカードを申請した方で受け取り

していない方はお早めにお受け取りください。

　マイナポイントを申し込み、令和３年１２月末までに

チャージや買い物をすることで、上限５,０００円分のポイ

ントを受け取ることができます。

　マイナポイントの申込支援行っています。申込方法が分か

らない場合は、町民生活課窓口までお越しください。

■問い合わせ先　　総務課　企画担当（☎４６－２１１１）

マイナポイント申請期間
延長について

　岩手県では、くらしにおける省エネルギー化を図るため、省

エネ住宅に関する相談窓口を設置しています。

　住宅（新築・リフォーム）や日常生活の省エネ化について、

建築士等の専門家による相談を実施しています。

　相談は無料で、ＷＥＢ・電話・窓口相談を行っています。

　住宅に限らず、店舗や事務所等の省エネ化についてもご相談

いただけます。

　

　詳しくは、一般財団法人岩手県建築

住宅センターまでお問い合わせいただくか、

ホームページをご覧ください。

※	ホームページへは、右のQRコード	

からアクセスできます。

■問い合わせ先

　岩手県環境生活部環境生活企画室　　

　　　　　　　　　　　　　　(☎０１９-６２９-５２７３)

　一般財団法人岩手県建築住宅センター

　　　　　　　　　　　　　　(☎０１９-６２３-４４２０)

岩手県省エネ住宅
相談窓口について （お知らせ）
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■休館期間　９月１４日（火）～１６日（木）

　休館期間中の返却は、玄関前の返却ポストをご利用くださ

い。

なお、インターネットからの蔵書検索、予約は可能です。

ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

■問い合わせ先

　軽米町立図書館　（☎４６-４３３３）

蔵書点検に伴う休館のお知らせ

　日本年金機構では、公的年金制度と国民の皆さまとの橋渡し

役を担っていただく、年金委員を募集しております。

年金委員は厚生労働大臣の委嘱により、会社や地域において公

的年金制度の啓発・相談・助言などの活動を行う民間協力員です。

　活動内容は、自治体や町内会での公的年金関連のパンフレッ

トの配布や近隣の皆さまへの各種手続きの助言・相談です。活

動に係る経費は日本年金機構が全額負担し、年金制度改正等の

研修会に無料で参加することができます。

公的年金制度について広く国民の皆様に知っていただく活動に

ご協力いただける方をお待ちしております。

■問い合わせ先

　二戸年金事務所　　　　　　（☎０１９５－２３－４１１１）

年金委員制度のご案内

　現在、二戸クリーンセンターの焼却施設の改修に伴い、１辺

が1.8mを超える粗大ごみの収集を中止しています。

　ただし、布団・毛布・じゅうたん・ござ、ブルーシート等に

ついては、５０cm四方以下に裁断し、燃えるごみ用のごみ袋に

入れた場合は燃えるごみとして収集します。

　

　収集中止期間中に処分したい方は、いわて第２クリーンセン

ター（九戸村）へご自身で持ち込んでいただくようにお願いし

ます。

　なお、処分には手数料がかかります。（1kg当たり税別50円)

　ご不便をおかけしますが皆様のご理解とご協力をお願いしま

す。

■問い合わせ先　

　町民生活課　町民生活担当

（☎４６―４７３４）

　いわて第２クリーンセンター

（☎０１９５ー４２-４０８５）

粗大ごみ等収集に関するお願い

～「発熱・咳など」の際の受診時の注意事項について～

　新型コロナウイルス感染症予防対策のため、発熱・せきなど

の症状があって受診する場合は、受診する前に必ず電話で相談

してください。

　事前連絡なしで直接受診することは控えてください。

　新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐために皆様のご協力を

お願いします。

■問い合わせ先　

　県立軽米病院　（☎４６ー２４１１）

県立軽米病院からのお知らせ

認知症相談室開催について

９月は、世界アルツハイマー月間です。それにちなんで軽米町

では認知症に関する相談室を９月限定で開催することにしまし

た。下記の日程、場所で開催されますので、物忘れや認知症に

関する悩みや相談がある方は是非お越しください。

■開催日　９月６日（月）、９月１７日（金）

　　　　　９月２９日（水）

■場　所　軽米町物産交流館　待合室内

■時　間　午前9：30～11：30（いずれの日もおなじ）

■問い合わせ先

　軽米町地域包括支援センター　　（☎４６ー３９０６）

　軽米町役場健康福祉課福祉担当　（☎４６ー４７３６）

	 	 	 	 	 　（FAX４８ー１０６１）
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■一方的な送り付け行為への対応３か条

〇その１：商品は直ちに処分可能

　注文や契約していないにもかかわらず、金銭を得ようとし

て一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに

処分することができます。

〇その2：金銭を請求されても支払い不要

　一方的に送られたきた商品を開封や処分しても、金銭の支

払いは不要です。相手から支払いを請求されても応じないよ

うにしましょう。

〇その３：誤って支払ったらすぐ相談

　一方的に送られてきた商品の代金などを請求され、支払い

義務があると誤解し、誤って支払ったとしても、金銭の返還

を請求することができます。対応に困ったら二戸消費生活セ

ンターへ相談しましょう。

一人で悩まずに、ぜひ相談ください。

■問い合わせ先　	二戸消費生活センター

　　　　　　　　　平日午前９時～午後４時

　　（☎２３－５８００）　　

一方的に送られてきた商品は
直ちに処分可能に！

　毎年開催しております軽米町敬老会について、国内外で新型

コロナウイルスの感染者が増加の一途をたどり、事態収束の見

通しが立たないことから、令和３年度軽米町敬老会を中止する

こととしました。

　なお、今年度「米寿（満８８歳）」、「傘寿（満７９歳）」を迎

える方には、９月中旬頃に記念品等を配布いたします。

対象者の方々の感染予防と安全を最優先に考えての決定ですの

でご理解いただきますようお願い申し上げます。

　

■問い合わせ先

　軽米町役場健康福祉課　福祉担当（☎46-4736）

令和３年度軽米町敬老会
中止のお知らせ

■日　時　９月１５日（水）　１０:００～１１:３０

■場　所　ハートフルスポーツランド　多目的広場

■テーマ　グラウンドゴルフで汗を流そう！

■講　師　軽米町グラウンドゴルフ協会

※事前の申し込みは不要です。

〇ご来場の際にはマスクの着用をお願いします。

〇動きやすい服装で、タオル、飲み物をお持ちになってご参加

ください。

〇雨天時は町民体育館でニュースポーツを行います。上履きを

ご持参ください。

〇役場からハートフルまで、送迎バスを運行します。

ご利用の方は、９:３０までに役場玄関前にお集まりください。

�■問い合わせ先	

　教育委員会事務局　生涯学習担当　　　（☎４６ー４７４４）

寿大学第６回講座


